
四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

 令和元年１２月２５日 

                    四日市市長  森  智 広  

四日市市条例第４４号  

四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 （四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）  

第１条 四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２７年四日市市条

例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（給与に関する特例） （給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員（企業職員（地

方公営企業等の労働関係に関する法律

（昭和２７年法律第２８９号）第３条

第４号に規定する職員のうち地方公営

企業に勤務する者をいう。以下同じ。）

を除く。以下「特定任期付職員」とい

う。）には、次の給料表を適用する。 

第７条 第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員（企業職員（地

方公営企業等の労働関係に関する法律

（昭和２７年法律第２８９号）第３条

第４号に規定する職員のうち地方公営

企業に勤務する者をいう。以下同じ。）

を除く。以下「特定任期付職員」とい

う。）には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額（円） 

１ ３７５，０００ 

（略） 
 

号給 給料月額（円） 

１ ３７４，０００ 

（略） 
 

  

２から５まで （略） 

 

２から５まで （略） 

（特定任期付職員の給与条例の適用除

外等） 

（特定任期付職員の給与条例の適用除

外等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第

５３条の３及び第６０条の２第２項の

２ 特定任期付職員に対する給与条例第

５３条の３及び第６０条の２第２項の



規定の適用については、給与条例第５

３条の３中「管理監督の職にあるもの

が」とあるのは「管理監督の職にある

もの及び任期付条例第２条第１項の規

定により任期を定めて採用された職員

が」と、給与条例第６０条の２第２項

中「１００分の１３０」とあるのは「１

００分の１７２．５」とする。 

規定の適用については、給与条例第５

３条の３中「管理監督の職にあるもの

が」とあるのは「管理監督の職にある

もの及び任期付条例第２条第１項の規

定により任期を定めて採用された職員

が」と、給与条例第６０条の２第２項

中「１００分の１３０」とあるのは「１

００分の１６７．５」とする。 

 

第２条 四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

 

改正後 改正前 

（特定任期付職員の給与条例の適用除

外等） 

（特定任期付職員の給与条例の適用除

外等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第

５３条の３及び第６０条の２第２項の

規定の適用については、給与条例第５

３条の３中「管理監督の職にあるもの

が」とあるのは「管理監督の職にある

もの及び任期付条例第２条第１項の規

定により任期を定めて採用された職員

が」と、給与条例第６０条の２第２項

中「１００分の１３０」とあるのは「１

００分の１７０」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第

５３条の３及び第６０条の２第２項の

規定の適用については、給与条例第５

３条の３中「管理監督の職にあるもの

が」とあるのは「管理監督の職にある

もの及び任期付条例第２条第１項の規

定により任期を定めて採用された職員

が」と、給与条例第６０条の２第２項

中「１００分の１３０」とあるのは「１

００分の１７２．５」とする。 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和２年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定（四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下「任



期付条例」という。）第８条第２項の改正を除く。）による改正後の任期付条例

の規定は、平成３１年４月１日から適用し、第１条の規定（任期付条例第８条第

２項の改正に限る。）による改正後の任期付条例の規定は、令和元年１２月１日

から適用する。 

（給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第

１条の規定による改正前の四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の

規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付条例の規定による期末手

当の内払とみなす。 

（総務部人事課） 


